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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１） 地域の災害リスク 

 

（洪水：ハザードマップ） 

①長与町：長与町のハザードマップによると、町の主要河川である長与川（延長８㎞）が町の中心部

を南から北へ流れており、大雨又は局地的豪雨による災害、台風接近又は上陸による暴風雨災

害、またこれら豪雨による内水氾濫により、地域商業地区の３３％を超える範囲で０．３ｍ以上の浸

水被害が予想されるため、豪雨や暴風雨等への事前対策を備えておく必要がある。 

②時津町：時津町のハザードマップによると、時津町は閉鎖性海域である大村湾に面しており、湾

内の時津港周辺等では広く埋立が行われ、多くの工業、商業施設が立地する。また、町内の河川

はいずれも規模は小さいが住宅地の中心を山から海へ向かって流れており、大雨又は局地的豪

雨による災害、台風接近又は上陸による暴風雨災害、またこれら豪雨による内水氾濫により、地

域商業地区の１０％を超える範囲で０．５ｍ以上の浸水被害が予想される。なお、当会本所におい

ても時津港に隣接する町の中心地に立地していることから、１ｍ以上の洪水による浸水被害が予

想されるため、洪水による浸水、豪雨や暴風雨等への事前対策を備えておく必要がある。 

 

（土砂災害：ハザードマップ） 

①長与町：長与町は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域合わせて６３５箇所（急傾斜

地の崩壊５９６箇所、土石流３９箇所）が指定されており、指定外の区域でも地震ほか大雨（又は

豪雨）時に被害を及ぼすものと思われる危険区域があるため、十分な警戒が必要である。長与

町のハザードマップによると、高田地区では、地滑り等、土砂災害の警戒レベルが高いエリアと

なっている。 

②時津町：時津町は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域合わせて７３７箇所（急傾斜

地の崩壊６９０箇所、土石流４７箇所）が指定されており、指定外の区域でも地震ほか大雨（又は

豪雨）時に被害を及ぼすものと思われる危険区域があるため、十分な警戒が必要である。 

 

（地震：J-SHIS） 

①長与町：地震ハザードステーションの防災地図によると、長与町は雲仙断層群南西部北部活断

層から約１５㎞に位置し、地震時の表層地盤の揺れやすさは中程度の地域で、今後３０年間に

震度６弱以上の地震に見舞われる確率は２．５％であると言われている。 

②時津町：地震ハザードステーションの防災地図によると、時津町は雲仙断層群南西部北部活断

層から約１７㎞に位置し、地震時の表層地盤の揺れやすさは中程度の地域で、今後３０年間に

震度６弱以上の地震に見舞われる確率は８．１％であると言われている。また海に面した埋め立

て地に関しては地震時の液状化リスクが高い。 

 

  （火災） 

    長与町：町内には11箇所の住宅団地があるが、特に町中心部周辺には1970・80年代に開発され

た2箇所の住宅団地があり、住民の高齢化及び建物の老朽化が進行している。また、多くの住宅

が密集して建てられており、火災発生時には延焼のリスクが高い。特に丘陵地に位置する住宅地

では、水利の確保が難しく、消火活動に支障をきたす恐れがある。さらに、周辺の道路は幅が狭

く、消防車両の進入・展開が困難な箇所も多いため、初期消火の遅れによる大規模な被害が懸

念される。 
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  （感染症） 

感染症は、社会経済活動に大きな影響を与えるリスクの一つであり、その対策は事業継続におけ

る重要な要素となっている。過去には、新型インフルエンザが周期的に発生し、社会に影響を与

えてきた。令和２年度に世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、現在にお

いてもその影響が続いている。 

COVID-19の経験を踏まえると、未知の感染症の発生も十分に想定され、その感染力や病原性に

よっては、新型インフルエンザと同様に、あるいはそれ以上に甚大な社会的影響を及ぼす可能性

がある。 

感染症の流行規模や病原性は、ウイルスの特性、人々の免疫状況、社会環境など複合的な要因

によって変動するため、その発生時期や影響範囲を事前に正確に予測することは困難である。し

かし、過去のパンデミックや COVID-19の経験から得られた教訓を踏まえ、事業継続に向けた事

前の対策を講じておくことの重要性は増している。 

国は、COVID-19の経験を踏まえ、感染症対策に関する様々なガイドラインや支援策を提示して

いる。長与町、時津町においても、感染症の流行に対する事前対策を備えておく必要がある。 

 

（サイバー） 

本会の地域においても、サイバー攻撃は現実的なリスクとなっている。全国的にランサムウェア感

染や標的型メール攻撃、情報漏洩等のサイバー犯罪が中小企業や地方自治体を中心に増加し

ており、地方に立地する組織・団体も例外ではない。 

特に時津町周辺では、デジタル化・クラウド活用の進展に伴い、多くの企業や団体がインターネッ

トに依存した業務運営を行っているが、一方で IT 専門人材の不足やセキュリティ対策の遅れが課

題となっている。また、メールによる業務連絡が一般化していることから、標的型攻撃やフィッシン

グメールによる被害が発生するリスクも高まっている。 

地震や台風のような自然災害と異なり、サイバー攻撃は発生頻度や対象を限定せず、突発的か

つ広域的に影響を及ぼすことが特徴である。情報資産の流出、業務停止、信頼の失墜といった事

態が発生すれば、地域経済全体にも波及的な影響を及ぼす可能性があるため、十分なリスク認

識と対策が求められる。 

 

（２）商工業者の状況 

・商工業者等数   2,001社（内訳：長与町877社、時津町1,124社）（令和7年４月１日現在） 

・小規模事業者数 1,636社（内訳：長与町679社、時津町957社） 

上記数値は平成２８年経済センサス（基礎調査）を当会が集計した数値となっている。 

 

【長与町】 

業 種 商工業者数 小規模事業者数 備 考 

商工 

業者 

建 設 業 181 128 町内に広く分散している 

製 造 業 62 51 線路沿いに多い 

卸 売 業 20 22 町内に広く分散している 

小 売 業 169 146 町内の中心地に集中している 

飲食・宿泊業 74 73 町内に広く分散している 

サービス業 279 183 町内に広く分散している 

そ の 他 92 76  

合計 877 679  

 

 



 

- 3 - 
 

 

【時津町】 

業 種 商工業者数 小規模事業者数 備 考 

商工 

業者 

建 設 業 214 172 町内に広く分散している 

製 造 業 106 79 町内3箇所の工業団地に集積 

卸 売 業 46 40 町内に広く分散している 

小 売 業 232 217 町内に広く分散している 

飲食・宿泊業 125 112 道路沿いに多い 

サービス業 296 232 町内に広く分散している 

そ の 他 105 105  

合計 1,124 957  

 

 

（３）これまでの取り組み 

１）長与町の取り組み 

 ①防災計画等の策定 

  ・長与町業務継続計画（令和元年１０月策定） 

  ・長与町地域防災計画（令和２年６月策定 令和7年5月修正） 

  ・長与町避難行動要支援者避難支援プラン（平成30年3月 令和5年2月） 

②防災訓練等の実施 

  ・自主防災訓練 

  ・自主防災リーダー研修会 

  ③防災備品の備蓄 

  ・長与町内避難所に防災備品を備蓄（町内２６箇所） 

 ２）時津町の取り組み 

 ①防災計画等の策定 

  ・時津町業務継続計画（平成２８年８月策定） 

  ・時津町地域防災計画（令和２年７月策定 令和7年5月修正） 

 ②防災訓練等の実施 

  ・総合防災訓練 

  ・自主防災訓練 

  ・自主防災リーダー研修会 

③防災備品の備蓄 

  ・時津町内避難所に防災備品を備蓄（町内１６箇所） 

３）当会の取り組み 

  ・西そのぎ商工会自身の危機管理マニュアルの作成（平成２５年 令和7年5月修正） 

  ・事業者 BCＰに関する国の施策の周知 

  ・事業者 BCＰ策定セミナーの開催 

  ・防災備品の備蓄 

  ・自主防災訓練の実施 
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Ⅱ 課題 

西そのぎ商工会では危機管理マニュアルを整備していますが、減災や災害に関する具体的な取り

組みが不足している。また、マニュアルは人事異動のたびに更新しているものの、平時・緊急時の対

応を推進できるノウハウを持った職員や、保険・共済に関する助言ができる職員が不足している。 

 

Ⅲ 目標 

   西そのぎ商工会管内は、洪水による浸水リスクや土砂災害危険リスクが低い地域であるものの、全

国的には近年大雨又は局地的豪雨による災害、台風接近又は上陸による暴風雨災害、地震災害等

の発生や、感染症の流行により多大な影響を受けている。 

一方で小規模事業者は、経営計画を検討していくうえで、防災・減災対策の優先順位は必ずしも

高くなく、事業者がＢＣＰを策定していくうえで必要となる災害リスクの把握も十分ではない。 

このような中で事業者が緊急事態に遭遇すると操業率等が大きく落ち込む他、何も備えをしていな

い事業者では、事業が復旧できずに廃業に追い込まれる恐れがある。 

そこで、長与町及び時津町の地域防災計画を踏まえながら、復旧・復興に迅速に対応できる体制

を整える必要がある。 

もって、事前事後の対策により管内の小規模事業者の災害発生時における大きな不安を解消し、

地域経済への影響を最小限に食い止めることを目標とし、事業継続力強化のため以下の取り組みを

行う。 

 

・地区内小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知するとともに、事業者

の事業継続力計画等の策定のための情報発信や支援を行い、策定率を向上させる。 

・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時か

ら構築する。 

・巡回や窓口指導時、全国商工会連合会が作成した「リスクチェックシート」等を活用しながら、自然

災害等のリスクに対応した共済・保険制度の加入確認を行い、未加入の共済・保険制度に係る説明

や保険会社と連携した保険相談会等を実施する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県へ報告する。 
 

 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 
（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 

令和8年４月１日～令和13年３月３１日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

西そのぎ商工会、長与町、時津町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

＜１．事前の対策＞ 

当会では、多発する自然災害や事故・病気等、日々の様々な経営リスクから企業を守り事業継

続を支援し、発災時に混乱なく応急対策等に取り組めるようにする。 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク及

びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加

入等）について説明する。 

・会報や町広報、ホームページ、メールマガジン等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必

要性、損害保険の概要、事業者の事業継続力強化計画に積極的に取り組む小規模事業者の紹
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介等を行う。 

・事業継続の取り組みに関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の

施策の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

 

２）西そのぎ商工会自身の事業継続計画の作成 

・西そのぎ商工会は、平成２５年度に事業継続計画に位置づけている危機管理マニュアルを作成

済みであり、毎年４月に内容の検証を実施する。 

 

３）関係団体等との連携 

・連携する損害保険会社に専門家の派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした普及啓発セミナ

ーや損害保険の紹介等を実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催を依頼する。 

 

４）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取り組み状況の確認を行う。 

・（仮称）長与町・時津町事業継続力強化支援協議会（構成員：西そのぎ商工会、長与町、時津町

等）を開催し、状況確認や改善点等について協議する。 

 

５）該当計画に関わる訓練の実施 

・自然災害（震度６強の地震）が発生したと仮定し、長与町、時津町との連絡ルートの確認等を行

う。（訓練は必要に応じて実施する） 

 

＜２．発災後の対策＞ 

・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、下記の

手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

１）応急対策の実施可否の確認 

発生後３時間以内に職員の安否報告を行う。（ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大

まかな被害状況（家屋被害や道路状況）等を西そのぎ商工会、長与町、時津町で共有する。） 

   感染症の流行の場合は、新型インフルエンザ等対策特別措置法３２条に基づき政府対策本部が

行う「緊急事態宣言」が出た時点や、長与町、時津町に対策本部が設置された段階をスタートと

し、地域や職場における感染対策を最優先に行う。 

 

２）応急対策の方針決定 

・西そのぎ商工会、長与町、時津町との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決   

 める。 

（豪雨における例）職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤をせず、職員 

自身がまず安全を確保して、警報解除後に出勤する、等。 

・西そのぎ商工会職員等全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を確認し、２４時間以内に情報共有する。 

（例：被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」

等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」

等、大きな被害が発生している 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、交

通網が遮断されており、確認ができない。 
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被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」

等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内０．１％程度の事務所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半

壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

    ・本計画により、西そのぎ商工会、長与町、時津町は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に３回連絡する 

１週間～２週間 １日に２回連絡する 

２ 週 間 ～ １ ヶ月 １日に１回連絡する 

１ ヶ月 以 降 ２日に１回連絡する 

   ・感染症の流行の場合は、長与町、時津町において設置される対策本部で取りまとめた「感染症対

策に対する基本方針と感染予防対策」等を踏まえ、事業者がどのような情報を必要としているか

の把握に努める。 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

・自然災害発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行

うことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、長与町、時津町の指示に従って被災地域での活動を行うことについて

事前に決めておく。 

・西そのぎ商工会、長与町、時津町は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）

の算定方法について、あらかじめ確認しておく。 

・西そのぎ商工会、長与町、時津町が共有した情報を、当会は長崎県商工会連合会へ、両町は長

崎県が指定する方法（「長崎県における中小企業関係被害状況報告について（通知）」令和元年

８月２８日付３１産政第７９号）にて、長崎県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、長与町、時津町と相談する。（当会が国の依頼を受けた場合は、

特別相談窓口を設置する。） 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地域内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村の施策）について、地区内小規模事業 

者等へ周知する。 

長崎県 九州経済産業局等 

長与町・時津町 

西そのぎ商工会 

長崎県商工会連合会 
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＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・長崎県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被災規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣を 

長崎県等に相談する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県に報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和7年１０月末現在） 

（１）実施体制 

※西そのぎ商工会法定経営指導員、長与町、時津町の商工担当と防災担当等の実施体制を記載 

 

 

ｖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・西そのぎ商工会、長与町、時津町は連携して応急対策の方針決定、事業者 BCP 等作成のための 

関係団体との調整、セミナーの開催手法の検討、発災時の指示命令系統の構築・確認等を行う 

（桃色） 

・長与町、時津町は防災担当課とも連携し、事業継続力強化支援の政策に反映させるとともに、防

災関連情報の情報共有を随時行う（橙色） 

・長与町、時津町は西そのぎ商工会とともにフォローアップ等を実施（黄色） 

・西そのぎ商工会は、事業継続力強化支援に関する取組全体を連合会と共有する（緑色） 

・発災地域が他市町・商工団体に及ぶ場合は、それぞれが被害実態の把握などで連携する 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

西そのぎ商工会    田口博史 （連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

・本計画の具体的な取り組みの企画や実行 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

関係団体（損害保険会社・東京海上日動パートナーズなど） 

小規模事業者 

長崎県 

商工会連合会 

 

西そのぎ商工会 

法定経営指導員 

 

長崎県 
経営支援課 

同災害発災時に

関係する他市

町、商工団体 

長与町・時津町 

商工担当課 

長与町・時津町 

防災担当課 
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（３）商工会、関係市町連絡先 

①西そのぎ商工会 

西そのぎ商工会 総務課 

〒851-2105 長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14 

TEL: 095-882-2240 / FAX： 095-882-0521 

E-mail： nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp 
 

②長与町 

長与町役場 建設産業部 産業振興課 

〒851-2185 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659-1 

TEL: 095-801-5836 / FAX： 095-883-3337 

E-mail： sanshin@nagayo.jp 

 

③時津町 

時津町役場 建設水道部 産業振興課 

〒851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 

TEL: 095-882-3801 / FAX： 095-882-5648 

E-mail： sanshin.next@town.togitsu.nagasaki.jp 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県に報告する。 
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（別表３） 

事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                  

                                （単位：千円） 

 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

必要な資金の額 400 400 400 400 600 

 

・専門家派遣費 

・協議会運営費 

・セミナー開催費 

・パンフ、チラシ製作費 

150 

50 

100 

100 

150 

50 

100 

100 

150 

50 

100 

100 

150 

50 

100 

100 

200 

150 

150 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

 

調達方法 

 

会費収入、長崎県補助金 等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

事業継続力強化支援計画を作成する商工会及び関係市町以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を

実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

該当なし 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


